
党員とは？ 

 
 
 
 
 

あなたも民主党に参加しませんか？ 
民主党の運営と活動を支え、ともに行動する 〈 党員・サポーター 〉 を募集しています。 

   
  
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
  

  
  

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

民主党 党員・サポーター 登録申込書 
受付       年     月     日 

どちらかに○ 党員      ・      サポーター 

○代表選挙は２年に１度行われます。 

○代表選挙は、郵便投票による参加です。 

○代表選挙に参加するには、毎年５月末までに、民主党本部に党

員・サポーターとして登録されていることが必要です。 

○党本部への登録は所属する総支部が行いますので、５月中旬

までに、民主党の総支部にて手続きをお済ませ下さいますよう、

お願いいたします。 

○民主党の基本理念と政策に賛同する１８歳以上の方なら、どなた

でもなれます。 
 ＊在外邦人または在日外国人の方でもＯＫです。 

○党費は、年間６，０００円です。 

○資格期間は、お申し込み手続きが完了した日から１年間です。 

○お申し込み手続きは通年、民主党の総支部でお受けしております。 

○所属は、お申し込み手続きをした総支部になります。 
 ＊総支部とは、衆議院・参議院の各議員、または公認候補者等を代表者とする民

主党の地域組織です。 

○党員は、代表選挙で投票することができます。 

○党員は、民主党の運営や活動、政策づくりに参画することができ

ます。 

○党員は、民主党の広報紙「プレス民主」（月２回発行）が送付され

ます。 

○党員の権利や活動は、民主党規約や組織規則・倫理規則で定め

られており、それ以外の義務やノルマ等はありません。 

○民主党を応援したい１８歳以上の方なら、どなたでもなれます。 
 ＊在外邦人または在日外国人の方でもＯＫです。 

○会費は、年間２，０００円です。 

○資格期間は、お申し込み手続きが完了した日から１年間です。 

○お申し込み手続きは通年、民主党の総支部でお受けしております。 

○所属は、お申し込み手続きをした総支部になります。 
 ＊総支部とは、衆議院・参議院の各議員、または公認候補者等を代表者とする

民主党の地域組織です。 

○サポーターは、代表選挙で投票することができます。 

○サポーターは、民主党で主催する講演会や勉強会・イベント・選

挙ボランティアに参加することができます。 

◎お近くの総支部、 

国会議員事務所へ 

お申し込みください。 

◆ 党 員  党費 ６,０００円   

◆ サポーター 会費 ２,０００円 

●ただいま登録受付中！● 

お申し込みは岐阜県第 4 区総支部へ。 
下記の申込書を直接、または FAX またはメール添付でお送りください。 

（西暦      年） 

大正・昭和・平成 年      月      日 

生  年  月  日  性別   年齢 

男 

女 

 

ふりがな 

お名前 

ご 住 所
 〒     -  

●よろしければ、下記の項目もご記入ください。 

電話 

勤務先 

ご職業 

東京都千代田区永田町1-11-1 電話 03-3595-9988（代表） http://www.dpj.or.jp info@dpj.or.jp 

E-mail 

民主党 

FAX ：０３－３５０８－３８６６ 
   E-mail:ss@imai-masato.com 

 

<党員・サポーター会費振込先> 

りそな銀行 店番３２８(衆議院支店) 
口座番号：００２８１２１ 

口座名義：民主党岐阜県第 4 区総支部 

         代表 今井雅人 
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